
島 根 県 報
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地方税法（昭和��年法律第���号）第���条の�の�第�項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消したの

で告示する。

平成	�年
月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


民生委員の市町村別定数（昭和��年島根県告示第��	号）の一部を次のように改正し、平成	�年月��日から施行する｡

平成	�年
月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


第	����号 平成	�年
月	�日 (	)

氏名又は名称 代表者氏名 主たる事務所又は事業所の所在地 取消しの年月日

瀧川産業株式会社 瀧川 信夫 島根県出雲市大津町����番地 平成	�年�月	�日

表中

「

」

を
「

」
に改める。

津和野町 ��人

日原町 ��人
津和野町 ��人

� �

� �

地方税法第���条の�の�の規定に基づく特約業者の指定の取消し （税 務 課） 	

民生委員の市町村別定数の一部改正 （地 域 福 祉 課） 	

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 （高齢者福祉課） 	

漁船損害等補償法の規定に基づく付保義務の発生 （水 産 課） �

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） �

道路の供用開始 （ 〃 ） �

� �

島根県公共工事積算共同利用システムの開発及び運用業務の事業予定者の決定の （技 術 管 理 課） �

ための提案競技の実施

都市計画変更の図書の縦覧 （都 市 計 画 課） �

〃 （下水道推進課） �
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平成	�年
月	�日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

介護保険法（平成�年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定に基づき告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

漁船損害等補償法（昭和��年法律第��号）第���条の�第�項の規定による届出を審査した結果、次の加入区につい

て、同法第���条第�項の規定による同意があったと認めたので、同法第���条の�第�項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和��年農林省令第��号）第�条の�の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

和江加入区（和江漁業協同組合）

��������
	

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年	月�
日(�)

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

有限会社 快適生活社 福祉用具貸与 ほっとライフ 快適生活社 大田市大田町大田ロ���
－��
平成��年
	月��日

道路の
種 類

路 線 名
道 路 の 区 域 管轄する地

方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

一般国道 ���号
松江市西川津町�
��番
�地先から同町�
�番
��地先まで

前
メートル

�����～
�����

メートル
�
���

松江土木建
築事務所

不用物件の発生

減幅

払い下げ
後 �����～

�����
�
���

〃 ��号
浜田市相生町���番�

地先から同市河内町
����番��地先まで

前 
���～
�����

�����
浜田土木建
築事務所

道路改築工事

拡幅後 �����～
�����

�����

県 道
松江鹿島美
保関線

松江市下佐陀町���番
�地先から���番�地
先まで

前 Ａ �����～
�����

������

松江土木建
築事務所

道路改良工事
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。
拡幅
ダブルウェイ
仮設道設置

Ａ

後

Ｂ

�����～
����
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�����
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島 根 県 報
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道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

� �

島根県公共工事積算共同利用システムの開発及び運用業務の事業予定者を決定するため、次のとおり提案競技を実施す

る。

第�
���号 平成��年�月�	日 (�)

〃 〃
松江市下佐陀町���番
�地先から同地先まで

前 ���� ���� 道路改良工事

拡幅後 ����～
����

����

〃 瑞穂赤来線
邑智郡邑南町八色石
��	番�地先から同町
布施�番�地先まで

前 	��～
����

�����
川本土木建
築事務所

道路改良工事

拡幅後 	��～
����

�����

〃
須川谷日原
線

鹿足郡日原町大字相撲
ヶ原字後ヶ谷���番�

地先から同大字字家ノ
下モ���番地先まで

前 ���～
���

����

益田土木建
築事務所津
和野土木事
業所

災害復旧工事

拡幅後 ���～
����

����

〃 日原須佐線

鹿足郡津和野町大字中
曽野字木元����番地先
から同大字字金付免
����番地先まで

前 ���～
����

�	��� 道路改良工事

拡幅後 ���～
����

�	���

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機関の名称 備 考

県 道
中村津戸港
線

隠岐郡隠岐の島町都万下夕月	��番�

地先から同	��番地先まで

メートル
�����

平成��年
�月�	日

隠岐支庁

〃
松江鹿島美
保関線

松江市下佐陀町���番�地先から同町
���番�地先まで

��	��
平成��年
�月��日

松江土木建築
事務所

〃 浜田作木線
邑智郡邑南町日貫��	�番�地先から同
����番�地先まで

�����
平成��年
�月��日 川本土木建築

事務所
〃 瑞穂赤来線

邑智郡邑南町八色石���番�地先から
同町布施�番�地先まで

�	��� 〃

〃
須川谷日原
線

鹿足郡日原町大字相撲ヶ原字後ヶ谷
���番�地先から同大字字家ノ下モ���
番地先まで

����
平成��年
�月�	日

益田土木建築
事務所津和野
土木事業所



島 根 県 報

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 提案競技に付する事項

� 名称

島根県公共工事積算共同利用システムの開発及び運用業務

� 仕様

「島根県公共工事積算共同利用システムに関する開発及び運用に係る基本仕様書」（以下「仕様書」という。）に

よる。

� 予算額

��������			円（消費税及び地方消費税を含む。）


 提案競技参加資格に関する事項

提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の�に掲げる要件のすべてを、共同企業体にあっては次の�

に掲げる要件のすべてを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。

� 単独企業・法人の資格要件

ア 地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�の規定に該当しない者であること。

イ 島根県において県税（個人の県民税及び地方消費税を除く）の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

ウ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

エ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了し

ていない者でないこと。

オ 会社更生法（昭和��年法律第���号）に基づく更正手続開始の申立てがなされている者（同法に基づく更正手続

開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づく入札参加資格の

受付がなされている者は除く。）でないこと。

カ 民事再生法（平成��年法律第��号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づく再生手続

開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づく入札参加資格の

受付がなされている者は除く。）でないこと。

キ 共同企業体の構成員でないこと。

ク 国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ�		�の認証取得者であること。

ケ 直近の決算による自己資本金額が�億円以上であること。

コ 実質的営業年数が�	年以上であること。

サ 国、都道府県又は平成��年国勢調査による人口が�万人以上の市における公共工事積算システムの開発業務を平

成�年�月�日以降受注した実績を有する者であること。ただし、導入した後、平成��年�月�日現在で稼働が終

了している公共工事積算システムは除く。

シ 上記サにおいて受注し、開発した公共工事積算システムに関する公共工事積算データ・プログラム改訂又は保

守・維持管理等の運用業務を平成�年�月�日以降受注した実績を有する者であること。

� 共同企業体の資格要件

ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。

ア� 目的

イ� 企業体の名称

ウ� 構成員の住所及び名称

エ� 代表者の名称

オ� 代表者の権限

カ� 構成員の出資の割合

キ� 構成員の責任

第���	�号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

ク� 取引金融機関

ケ� 決算

コ� 利益金の配当の割合

サ� 欠損金の負担の割合

シ� 業務履行中における構成員の脱退に対する措置

ス� 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置

セ� 解散後の瑕疵担保責任

ソ� その他必要な事項

イ 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。

ウ 構成員の全てが�のアからカまでに該当すること。

エ 構成員のうち少なくとも�社は、�のク、ケ、サ及びシに該当すること。

オ 共同企業体の代表構成員は、実質的営業年数が��年以上であること。

カ 構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。

� 提案競技説明について

� 提案競技実施要領等の配布期間及び配布場所

ア 配布期間

平成��年�月��日（金）から平成��年�月��日（水）まで

閉庁日を除く毎日 午前	時から午後
時まで（正午から午後�時までの間は除く。）

イ 配布場所

島根県土木部技術管理課

� 提案競技説明会

ア 日時

平成��年�月��日（木）�時��分から

イ 場所

島根県庁会議棟 第�会議室

� 提案競技参加資格確認手続について

� 提出書類の種類

提案競技に参加しようとする者は、次に定める書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の提出

を求めることがある。

ア 提案競技参加資格申請書

イ 会社概要書又は経歴書（共同企業体の場合は、構成員全ての会社概要書又は経歴書）

ウ 登記事項証明書又は身分証明書（共同企業体の場合は、構成員全ての登記事項証明書又は身分証明書）

エ 島根県税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書（共同企業体の場合は、構成員全ての証明書）

オ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの納税証明書（共同企業体の場合は、構成員全

ての納税証明書）

カ 国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ����の認証取得登録証の写し

キ 公共工事積算システムの開発業務及び運用業務の受注実績

ク 協定書（共同企業体の場合のみ）

� 提出書類の形式

提案競技実施要領による

� 書類の提出方法、提出期限及び提出先

ア 提出方法

郵送又は持参による。

第�����号 平成��年�月��日 (�)



島 根 県 報

イ 提出期限

��の書類について、平成��年�月�日（金）午後�時までに提出すること。また、郵送の場合は書留とし、�

日の午後�時までに必着のこと。

ウ 提出先

��に同じ

� 提案競技参加資格確認審査結果の通知

申請者に対し、平成��年�月�日付けで、郵送にて通知する。

	 提案競技に係る質問書について

� 質問は、期限までに文書により提出すること。（ファックス及び電子メールによる質問書の送付も可とする。）

� 提出先は、��と同じとする。

� 提出期限は、平成��年�月�日（金）午後�時までとする。

� 質問に対する回答は、平成��年�月�
日（水）までにファックス又は電子メールにより通知する。

� 提案書の提出について

提案競技参加資格確認審査において参加資格が認められた者は、以下により提案書を提出すること。

� 提案書の内容

島根県公共工事積算共同利用システムの開発及び運用について提案すること。ただし、必要がある場合は、補足資

料の提出を求めることがある。

� 要求する仕様

仕様書を参照すること。

� 提出書類の形式

提案競技実施要領による。

� 書類の提出方法、提出期限及び提出先

ア 提出方法

郵送又は持参による。

イ 提出期限

平成��年�月��日（水）午後�時までに提出すること。また、郵送の場合は書留とし、��日の午後�時までに必

着のこと。

ウ 提出先

��に同じ。

� 選定方法

� 評価手順

ア 別に設置する「島根県公共工事積算共同利用システム調達に係る提案競技審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）において厳正な評価、選定を行う。

ア� 第次審査

提案価格に���分の���を乗じて得た額が予算額の範囲内であり、かつ、仕様書に規定している積算業務機能及

び基準改訂機能の必須項目をすべて満たしている提案書についてのみ書面審査を行い、優良提案数件を選定す

る。

イ� 第�次審査

第次審査で選定された提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、最も優れた提案者を特定

する。

� 提案書の評価方法

ア 提案内容が、仕様書の要求要件を全て満たしているか否かを判定し、これを満たしている提案を評価の対象とす

る。

第�����号 平成��年�月��日(�)
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イ 提案内容については、別途定める「評価基準」に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により算出する。

ウ 評価基準（評価項目）は次のとおりとする。

ア� 構築方針、プロジェクト管理及び地域振興に関する項目

イ� 開発及び機能要件に関する項目

ウ� 運用要件に関する項目

エ� 機器及び設備に関する項目

オ� 費用に関する項目

カ� 実績に関する項目

� 選定結果の通知

第�次審査の選定結果については、次のア及びウに掲げる事項を、第�次審査の選定結果については、次のアから

エまでに掲げる事項を全提案者に対し郵送にて通知する。

なお、第�次審査において選定された提案者に対しては、第�次審査の選定のための日程等について併せて通知す

る。

ア 採否の旨

イ 採択した提案書を提出した者の氏名（名称）

ウ 採否の理由

エ 審査委員会委員構成

� 審査経過については公表しない。また､ 選定の結果に対しての異議申立ては受け付けない。

� 提案の無効に関する事項

次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。

� 参加する資格のない者が提案したとき。

� 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。

� 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。

� 提案者が当該提案競技に対して�以上の提案をしたとき。

� 提案者が他人の提案の代理をしたとき。

� その他あらかじめ指示した事項に違反したとき、又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。

�� 契約

� 契約相手方

審査委員会が選定した者（以下「契約予定者」という。）と地方自治体の物品等又は特定役務の特例を定める政令

（平成�年政令第��	号）第��条第�項第�号の規定に基づき、随意契約を行う。

� 契約予定者の資格

契約予定者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

ア 島根県税について未納の徴収金がないこと。

イ 消費税及び地方消費税について未納の税額がないこと。

� 契約金額

契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。

� 前金払

前金払は行わない。

� 契約保証金

島根県会計規則第
�条第�項の規定により契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第


�条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� その他の契約条項

契約予定者と協議の上定める。

第����	号 平成��年月��日 (�)
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�� その他の留意事項

� 提出期限後の問合せ、書類の追加・修正には原則として応じない。

� 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

� 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。

� 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。

� 提出書類は、返却しない。

� 提出書類の作成及び提出に要する費用並びにヒアリングに要する費用は、提案者の負担とする。

� その他詳細は、提案競技実施要領による。

�� 提案競技に関する問合せ先（書類提出先）

〒���－���� 島根県松江市殿町�番地

島根県土木部技術管理課 担当：佐藤、三上

電話（直通）����－��－��	�

ファックス ����－��－�
��

電子メール �������������������������

�
 �������

� ��������� �������!����"�#���� �����$
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都市計画法（昭和	
年法律第���号）第��条第6項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第6項において準用する同法第��条第6項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成�,年7月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

益田都市計画臨港地区

6 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和	
年法律第���号）第��条第6項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第6項において準用する同法第��条第6項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成�,年7月��日

第�&,��号 平成�,年7月��日(�)
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島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

益田都市計画下水道

� 縦覧場所

島根県土木部下水道推進課

第�����号 平成��年�月�	日 (	)
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